
年金制度改正等について

年金局年金課
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※ 斜線部は任意加入

820 万人4,4881,453 万人

自営業者、学生 公務員など会社員
第２号被保険者の

被扶養配偶者

ể ễỄ

6,762

ṕ Ṗ

4,037 450

ṕ ẑểṖ

156

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

725 940 15

ễ

Ễ

ể

○ 現役世代は全て国民年金の被保険者となり、高齢期となれば、基礎年金の給付を受ける。（１階部分）

○ 民間サラリーマンや公務員等は、これに加え、厚生年金保険に加入し、基礎年金の上乗せとして報酬比例年金の給付を受け
る。（２階部分）

○ また、希望する者は、iDeCo（個人型確定拠出年金）等の私的年金に任意で加入し、さらに上乗せの給付を受けることができる。
（３階部分）

年金制度の仕組み
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月 65,075円
480月

保険料を納付した月数

（令和３年度満額）
×

Ḩ ₴ 65 Ԍ ₴ 65

̂ ☻ ̈ Ḹ ͪ
ὑ Ḹ ͈

被保険者
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平均標準
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×
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₳᷈ 月5.6万円 ̉ᴇϷ₴↓ ˲► ₳᷈ 月14.6万円 Ḩ ד ̉ᴇϷ₴↓

保険料負担と年金給付 （国民年金・厚生年金）

○ 年金額は、保険料を納付した期間（月数）と現役時代の賃金額（標準報酬）に応じて算定される。
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種
別 第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

適
用

20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、無業
者等が該当

民間サラリーマン、公務員が該当
民間サラリーマン、公務員に
扶養される配偶者が該当

負
担

○ 保険料は定額、月16,610円 （令和３年度）

17 280 29
16,900 16

17,000 ( 16 )

○ 任意で、付加保険料の納付や国民年金基金、
iDeCoへの加入が可能

○ 保険料は報酬額に比例、料率は
18.3％（平成29年９月～）

16 10 0.354%
29 18.3% 

○ 労使折半で保険料を負担

○ 企業により、企業型確定拠出年金や
確定給付型年金を実施

○ 任意で、iDeCoへの加入が可能

○ 被保険者本人は、負担を
要しない

○ 配偶者の加入している厚
生年金制度が負担

○ 任意で、iDeCoへの加入
が可能

被保険者数 （公的年金制度全体） 6,762万人 （令和元年度末）

確定給付企業年金の加入者数 940万人 （令和元年度末）

iDeCoの加入者数 156万人 （令和元年度末）

企業型確定拠出年金の加入者数 725万人 （令和元年度末）

受給権者数 （公的年金制度全体） 4,040万人 （令和元年度末）

国民年金保険料の最終納付率［現年度納付率］ 77.2% （平成30年度分保険料） ［71.5% （令和２年度分保険料）］

保険料収入（公的年金制度全体） 38.8兆円 （令和３年度予算ベース）

公費負担額（公的年金制度全体） 13.3兆円 （令和３年度予算ベース）

給付費 （公的年金制度全体） 56.4兆円 （令和３年度予算ベース）

積立金（国民年金・厚生年金） 194.5兆円 （令和２年度決算ベース（時価））

年金額

老齢基礎年金 月65,075円 （令和３年度）
5.6

老齢厚生年金 月220,496円 （令和３年度・夫婦2人分の標準的な額）
14.6 )

＜参考＞年金制度の関連数値一覧

国民年金制度における被保険者種別ごとにみた、適用と負担の関係
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① 上限を固定した上での保険料の引上げ

₳ 29 2017 ₴↓̊ ͪ ᶭὑ ͪ ╠ʣ ד ♣

Ԍ ₴ 18.3 ҥ̓ ӭ ₳ 16₴10 ₴0.354 ╠ʣ
ᶮ ₴ 16,900Л ₳ 16₴↓͔ ₳ 17₴4 ₴280Л╠ʣ
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③ 積立金の活用

100₴ ᷈ ᶫ ╛ ᷈ ˓ ̂ ₴ѝ ↓
ͪ ♥ʫ̈ ̂ Ϲ

② 基礎年金国庫負担の２分の１への引上げ

₳ 21₴↓̊ Ḩ ₴ ̂ ᾍ ᶮ↕ Ҋֻ ѝ

④ 財源の範囲内で給付水準を自動調整する仕組み（マクロ経済スライド）の導入

☻ʫ̈ ˲֥ ᾜ ₴ ̂ ₴ ̂ ˹♥ ᾜἧ ӓɹ
₴ ֞ Ồ ☻ ʫₑ ₳᷈ ♬50 ʣᶥ
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ᶪК ̂ ₴

͔Ι Ҳ ˿
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※現在の国民年金保険料 ： 16,610円（令和３年４月～）

平成24年「社会保障・税一体改革」に
より消費税財源確保。

平成24年年金額の特例水準
の解消（法改正）により、
マクロ経済スライドが機能す
る前提条件を整備。

年金額

保
険
料
収
入

④

固定！ ①
国
庫
負
担

積
立
金

③ ②

※標準的な厚生年金の所得代替率：６１．７％（令和元年度） ⇒ ５０．８％～５１．９％（令和28～29年度） ＜令和元年財政検証・ケースⅠ～Ⅲ＞

平成１６（２００４）年改正による年金制度における長期的な財政の枠組み
○ 平成16年の制度改正で、今後、更に急速に進行する少子高齢化を見据えて、将来にわたって、制度を持続的で安心

できるものとするための年金財政のフレームワークを導入。
○ 保険料の引上げが終了したことで、基礎年金国庫負担の２分の１への引上げと合わせ、収入面では、財政フレーム

は完成をみている。
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昭和17（1942）年 労働者年金保険法の発足 （昭和19(1944)年に厚生年金保険法に改称）

昭和29（1954）年 厚生年金保険法の全面改正

昭和36（1961）年 国民年金法の全面施行（国民皆年金）

昭和40（1965）年 １万円年金

昭和44（1969）年 ２万円年金

昭和48（1973）年 ５万円年金、物価スライド制の導入、標準報酬の再評価等

昭和60（1985）年 基礎年金の導入、給付水準の適正化等

平成 2（1990）年 被用者年金制度間の費用負担調整事業の開始

平成 6（1994）年 厚生年金（定額部分）支給開始年齢の引上げ等

平成 9（1997）年 三共済（ＪＲ共済・ＪＴ共済・ＮＴＴ共済）を厚生年金に統合

平成12（2000）年
厚生年金（報酬比例部分）の支給開始年齢引上げ、裁定後の年金額の改定
方法の見直し（物価スライドのみ）等

平成14（2002）年 農林共済を厚生年金に統合

平成16（2004）年
上限を固定した上での保険料率の段階的引上げ、 マクロ経済スライドの導
入、基礎年金の国庫負担割合の引上げの法定化等

平成21（2009）年 臨時的な財源を用いた基礎年金国庫負担割合２分の１の実現

平成24（2012）年
消費税収を財源とした基礎年金国庫負担割合２分の１の恒久化、特例水準
の解消、被用者年金制度の一元化、厚生年金の適用拡大、年金の受給資格
期間短縮、低所得・低年金高齢者等に対する福祉的な給付等

平成28（2016）年
マクロ経済スライドの見直し（未調整部分の繰越し）、賃金・物価スライドの見
直し（賃金変動に合わせた改定の徹底） 等

令和 2（2020）年
厚生年金の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し（在職老齢年金
制度の見直し、在職定時改定の導入）、受給開始時期の選択肢の拡大 等

制度の創成

制度の充実

高齢化への
対応

主な年金制度改正（年表）
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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要
（令和２年法律第40号、令和２年６月５日公布）ᾊ ҏ

ₓ

ᾊ ҏᾟ

より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者
に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入
可能要件の見直し等の措置を講ずる。

１．被用者保険の適用拡大 【厚生年金保険法、健康保険法、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一
部を改正する法律（平成24年改正法）、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法】

① 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる（現行500人超→100人超→50人超）。

② ５人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。

③ 厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。

２．在職中の年金受給の在り方の見直し 【厚生年金保険法】
① 高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者（65歳以上）の年金額を毎年定時に改定することとする。

② 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する（支給停止

が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円（令和２年度額）に引き上げる。）。

３．受給開始時期の選択肢の拡大 【国民年金法、厚生年金保険法等】
現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

４．確定拠出年金の加入可能要件の見直し等 【確定拠出年金法、確定給付企業年金法、独立行政法人農業者年金基金法等】
① 確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げる（※）とともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する。

※ 企業型ＤＣ：厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満 個人型ＤＣ （iDeCo）：公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満

② 確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大（100人以下→300人以下）、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、制度

面・手続面の改善を図る。

５．その他 【国民年金法、厚生年金保険法、年金生活者支援給付金の支給に関する法律、児童扶養手当法等】
① 国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え

② 未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加

③ 短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を３年から５年に引上げ（具体の年数は政令で規定）

④ 年金生活者支援給付金制度における所得・世帯情報の照会の対象者の見直し

⑤ 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し 等

令和４（2022）年４月１日（ただし、１①は令和４（2022）年10月１日・令和６（2024）年10月１日、１②・③は令和４（2022）年10月１日、４①は令和４（2022）年４月１日・同年５月１日
等、４②は令和２（2022年）10月１日・令和４（2022）年10月１日等、５②・③は令和３（2021）年４月１日、５④は公布日、５⑤は令和３（2021）年３月１日 等） 9



１．被用者保険の適用拡大に係る見直し

10

被用者保険の適用拡大の趣旨

①被用者にふさわしい保障の実現、 ②働き方や雇用の選択を歪めない制度の構築、 ③社会保障の機能強化

週30時間

以上

（適用拡大前）

（１）2012（平成２４）年改正（ 2016年10月～）

① 週労働時間20時間以上

② 月額賃金8.8万円以上（年収換算で約
106万円以上）

（所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間(代)等を含まない）

③ 勤務期間１年以上見込み

④ 学生は適用除外

⑤ 従業員500人超の企業等
（適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定）

（２）前回2016（平成28）年の改正（2017年４月～）

⑤ 500人以下の企業等について、

・民間企業は、労使合意で、適用拡大を可能に

・国・地方公共団体は、適用

（３） 今回2020（令和２）年の改正

③ 勤務期間１年以上見込み
→(2022年10月～）撤廃 （フルタイムの被保険者と

同様の２ヶ月超の要件を適用）

⑤ 従業員 500人超の企業等

→（2022年10月～）100人超規模の企業に適用

→（2024年10月～） 50人超規模の企業に適用

１．短時間労働者への適用拡大

〔パート労働者への適用拡大の経緯〕
・２０００年（平成１２年）の改正時 →検討されたが、改正に至らなかった。

・２００４年（平成１６年）の改正時 →検討されたが、改正に至らなかった。改正法附則で、短時間労働者に対する厚生年金の適用
について、5年を目途に検討する旨の検討規定。

・２００７年（平成１９年）の被用者年金一元化法案時 → 300人超の企業等で適用する改正を盛り込んで国会提出するが、廃案。

※週の所定内労働
時間4分の3以上

※被用者保険の適用範囲について、更なる検討規定



法人

個人事業主

常時５人以上の者
を使用する事業所

５人未満の事業所

法定１６業種（※）

上記以外の業種（非適用業種）
例： 農業・林業・漁業

士業（弁護士等）
宿泊業、飲食サービス業
娯楽業、警備業、政治・経済・文化団体、宗教 等

̑ Ӌ

β∆ͪ ֵ֗ Ԍ ₴ ͪ ֵ ὑ ̊ʤ

қ› ѩ Ӌ ʹ ֕ ̱ ˗
ᶽ ┴ ̀›̸ ┴ ͪἭʹ

Ẁ ṥ ̱֕ ρ ˗
֕ ֝ ˗

֕ ҲҘ ̟ᾚ֕ ͑ ˗
֕ ὖ ˗

˗
ԁ ֕ ˗

Ṹ֕ ˗

֕ ͪ ˗
ͪ ֕ ˗

ἁ˺ק ˗
К֕ ⅎף ˗
֕ ˗
Ҟ ̀ӣ ˗

ͬ֕ Ḹ ˗
̝ ὑ ̝ ˗ ֗ ͪ

˗ ὑ ͪ ˗

▌Ѱ ˗

̑ Ӌ ˗

243ʠ˗

10ʠ˗

˗ 2021₴ ᷀

ה ↕╣╢ ⅜™╢⁸ ההה
ה ↕╣╢ ⅜™╢⁸ ⌐ ∆╢ ─ ההה
ה C ההה ⌐╟╡ ⌐ ≤⌂╢↓≤│

（Ｂ）

（Ａ）

▌Ѱ ˗

（Ｃ）

ͪ

ₒ ⇔ ₓ 令和４（2022）年10月施行
ủ ה ה ─ ה ╩ ╡ ℮ β ╩ ⌐ ∆╢⁹
β ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה
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２か月を超えて雇用が見込まれる者の被用者保険の早期加入措置

【見直しの趣旨】

○ 現在、厚生年金保険法及び健康保険法では、「二月以内の期間を定めて使用される者」（引き続き使用されるに至った場
合を除く）は適用除外としている。

○ ２か月以内の雇用契約であっても、これを継続反復しているような場合には、「引き続き使用されるに至った場合」として、
被用者保険の対象としているが、当該最初の雇用契約の期間は適用の対象となっていないため、雇用の実態に即した被
用者保険の適切な適用を図る観点からの見直しを行う。

【見直し内容】（令和４（2022）年10月施行）

○ 雇用保険の規定等も参考にし、「二月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込ま
れない者」を適用除外にすることにより、雇用契約の期間が２か月以内であっても、実態としてその雇用契約の期間を超え
て使用される見込みがあると判断できる場合は、最初の雇用期間を含めて、当初から被用者保険の適用対象とする。（適
用拡大と同時に施行）
※ 雇用保険法第6条第2号では、雇用保険の適用除外者として「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」と規定。

＜具体的な事務の取扱いのイメージ＞

○被用者保険の適用拡大における勤務期間要件の事務の取扱いと同様に、以下のとおり取り
扱う。

・ 雇用期間が２か月以内の場合であっても、
（ア）就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場

合がある旨」が明示されている場合
（イ）同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により最

初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
は、当初から適用する。

・ ただし、（ア）（イ）のいずれかに該当するときであっても、労使双方により、最初の雇用契約
の期間を超えて雇用しないことにつき合意しているときは、雇用契約の期間を超えることが
見込まれないこととして取り扱う。

・ 事業所調査で、労働者名簿等に基づき適用されていない従業員等の雇用契約書等を確認
し、上記（ア）（イ）のいずれかに該当することが事後的に判明した場合は、契約当初（保険料
徴収の時効を踏まえて２年）に遡及して適用するよう指導する。

国民健康保険・国民年金
（第1号・第3号被保険者）

健康保険
・厚生年金保険

二月
▼

一月
▼

健康保険・厚生年金保険

二月
▼

β ⅛ ─ ╩ ╪∞

12
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•
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•前回の適用拡大の際には、就業調整した人より労働時間を延ばした人の方が多い。

•実際に適用を受けた短時間労働者の収入は増加傾向。

Ẏ ҥϐ ◙

14

54.4

70.1

57.9

36.9

15.9

32.7

3

1

保険加入（労働時間延長など） 労働時間短縮
その他・無回答

ˢ ˣ ₰τᵕ ΰθ Ⱳḧ Τϣᾕˑῡיּ Ỳᴥ Ϭיιμθּיּ Μθ3,323 χΞκʺ ᶈ τ∑ΰο
ˮ Φ Υ ϩμθ˯ρᵕ ΰθ15.8̋ ˢ526 ˣχ χ ʻσΣʺ Ṝ3,323 χ τψʺ ᶈ χ
ρσμθּיχϕΤʺṰ ᶈ χ πσΜḼỘˢ ỘԌ500 ӟᴞχḼỘ ˣτỠ βϥּיʺ Ⱳ
ḧϞ Ỳσςπ ὯϬζϜζϜ θΰοΜσΜּיϜḯϘϦϥ τ Ӫʻ

ˢ ˣ ├ᾆẕʾᾆ Ṑ ˢJILPTˣˮּזᵓ ᾑχ ᶈ τ Ξ Φ χ ᴟ τḩβϥ ₰˯(2018)

ᶈ τ∑ΰο Φ Ϭ
Πθּיχἇ σ  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

8.8 9.8 10.4 11 11.8 12.6 13.4 14.2 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30～

（人）

H28年11月末時点

H29年11月末時点

H30年11月末時点

グラフは全体的に
上にシフト

ボリューム層
は右にシフト

ˢ ˣῡ ˮῡ Ỳ ᾑʾ ỲⱧỘὮ ˢ ˣ˯

Ⱳḧ ᾑּיχ Ὦᶛ

•社会保険加入のメリットや働き方の変化について企業が従業員に丁寧に説明することが、就業調整の回避に有効。

V社会保険加入のメリットについてパンフレットを作成し説明。厚生年金に加入すると、退職後に年金としてどの程度受け取れるのか、計算できる簡易シミュレーターを
使って個別に相談。手取り給与を減らさないためには、労働時間をどの程度増やせばいいか、マトリックスを使って説明し、労働時間を増やす方向に誘導することで、
会社としての総労働時間減少を食い止めた。【小売業】

V全国の人事担当者向けに会議にて制度の周知をはかった。対象者に対し、個別に文章と日本年金機構のリーフレットを配布し、制度の周知をはかった。社会保険加入
を機に、1日の所定労働時間の延長を提案した。【運輸業】

V加入要件を満たす可能性がある全ての短時間労働者と面談を行い、社会保険に加入するか、労働時間を短縮するなどして加入しないこととするか、その利点と不利益
な点を含め、個別に説明することに時間を要した。結果として、短時間労働者が労働時間を短縮する等、労働時間の確保に対する影響は軽微であった。【飲食業】

ˢ ˣῡ χḼỘϯрϾ˔Еˢ2019☼ם 2˙3Ὦˣ ʺ2016 10ὮΤϣχ ᶈ χ ḼỘˢ ḼỘˣχᵕ ϢϤˢ̞ ☿Ϭ Πγτ Ϭ ΰοΜϥ ΥΚϥˣ

ᵕχ ᶈ χ ḼỘτΣΪϥῨⱧ

適用拡大を更に進めるに当たり、労働者本人への周知・企業から従業員への説明支援のための取組を行う。



被用者保険の適用拡大のメリット

ỲΥ¬͎ ᵬὺοºτσϤ
ΥмϱЖτσϤϘβ˂

Ỳχ͏νχ Υ ˂ם ΚϭΰϭχӺ ᾑΥ

ήϣτ ˂ם

ЮзАЕ

Ӻ
ЮзАЕ

Ỳ

ΰΨψʺ
ᵓזּ ᾑ ᶈ ЂϱЕϒ˂
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被用者保険の適用拡大のメリット

ᾑ ψῢ℅ Τϣẚ ԏΦτ˂

̞Ỳᶛψʺ 106 ˢὮד 8.8 ˣχד πβʻ

О˔ЕʾϯиНϱЕχ

άϦϘπῢ℅ σςχ π◦ μοΜθ
Ỳʾ ὲῴ ᾑ Υʺῡ Ỳ ᾑ ʾὲῴ
ᾑ τ ϩϤʺẚ Τϣχ ԏΦτσϤϘβʻ
σΣʺ ᾑ χ ψᵓּזΥ ΰϘβʻ

Ἄּיχ χ Ӥ πΣỠϛχ

ṁ ˢ130 ˣϬד
Ӫ꜡δγ Ϊϥ˂

άϦΤϣψʺ 106 ד
(Ὦᶛ8.8 Ϭ(ד Πϥ χ
ᶆ ὯϬ θΰθ ›τʺ
ῡ Ỳ ᾑʺὲῴ ᾑτ
ᴥ ΰ ᾑ ( ► )
Υ θτ βϥϜχχʺ
ζχ Ϝ ΰϘβʻם

本人
２２，５００円/月本人負担なし

￥

130万円
超

●保険料のご負担

●年金支給

基礎年金（終身） 基礎年金（終身）

年金は増額しません 変化なし

β金額は、年収130万円の例です。

本人
12,500円/月

本人負担なし ￥

106万円
超

●保険料のご負担

●年金支給

基礎年金（終身） 基礎年金（終身）

年金が増額！ 厚生年金（終身）

会社
12,500円/月

これまで これから

国民年金・国民
健康保険加入

厚生年金保険
・健康保険加入

￥

β金額は、年収106（月8.8）万円の例で
す。 16



連携してセミナー開催等

被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援

ṕ Ṗ

相談窓口
• 47

•

ḼỘχẐϛ
τᴂαο ᾏ

専門家派遣
•

•

ḼỘχẐϛ
τᴂαο ᾏ

令和元年度補正予算： 0.5億円
令和２年度当初予算： 2.6億円
令和３年度当初予算： 7.6億円

• 被用者保険の適用拡大に際し、企業・従業員の双方に改正内容と意義が理解されるよう、積極的に周知・広報を実施。

• 特に企業向けには、年金事務所において、事業者団体と連携しつつ相談受付・セミナー開催、専門家派遣の仕組みを整備。

ЈЬЗ˔
ϒχ„◖ ᾏ

周知・広報
•

•

•

ỘԌΰΪ
ᵓσς

פּ ךּ︣
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２．①在職定時改定の導入

ṕ70 Ṗ
65 66 67 68 69

70 ṕ Ṗ

70

ṕ70 Ṗ
65 66 67 68 69

ể

70

20 ể

ἲṧ13,000 / ṕṧ1,100 / Ṗ

【見直しの趣旨】
○ 老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時（退職時・70歳到達時）に、受給権取得後の被保険者

であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定している（いわゆる退職改定）。

○ 高齢期の就労が拡大する中、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給し
ながら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図る。

【見直し内容】（令和４（2022）年４月施行）

○ 65歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改定を定時に行う（毎年１回、10月分から）。

18



２．②在職老齢年金制度の見直し

【見直し内容】（令和４（2022）年４月施行）

ủ 60 64 ─ ⌐≈™≡⁸
ה ⌐ ⅎ╢ ⅜ ↕╣≡™╢
ה 2030 ╕≢ ─ →⅜ ↄ ─ ╩ ∆╢
ה ╩ ⅛╡╛∆ↄ∆╢
≤™∫√ ⅛╠⁸ ─ ╩28 ⅛╠⁸ ─65 ─

≤ ∂₈47 ₉⌐ ⅝ →╢⁹

※ 男性は2025年度まで、女性は2030年度までの経過的な制度であるため、
見直しによる長期的な財政影響は極めて軽微。

ₒ60～64歳の在職老齢年金制度（低在老）】

見直し内容・考え方
支給停止対象者数

（※１）
うち全額支給停止の

対象者数（※２）
支給停止対象額

現
行

基準額は28万円
・ 夫婦２人の標準的な年金額相当を基準として設定。

2000年改正当時のモデル年金額に、2003年度からの総報酬制の施行を勘案して2004年度に設定。

（2022年度末推計）

約37万人
（在職受給権者の51％）

（2022年度末推計）

約16万人
（約22％）

（2022年度末推計）

約2,600
億円

見
直
し

基準額を47万円に引上げ
・ 現役男子被保険者の平均月収（ボーナスを含む。）を基準として設定。（高在老と同じ）

（2022年度末推計）

約11万人
（在職受給権者の15％）

（2022年度末推計）

約5万人
（約7％）

（2022年度末推計）

約1,000
億円

β ─ ≤ ─ ⌐≈™≡│⁸ ∞↑≢⌂ↄ⁸ ≢─ ╛ ⌐⅔↑╢
≢─ ╩ ∑≡⁸ ⅝ ⅝ ⇔≡™ↄ⁹

ₒ65歳以上の在職老齢年金制度（高在老）】（2018年度末

（2022年度末推計）

賃金（ボーナ
ス込み月収）

１８万円
→３７万円

賃金と年
金月額の
合計額

０

２８万円
→４７万円

１０万円

イメージ図 10

考え方
支給停止対象者数

（※１）
うち全額支給停止の

対象者数（※２）
支給停止対象額

現
行

基準額は47万円
・ 現役男子被保険者の平均月収（ボーナスを含む。）を基準として設定。

1998年度末の現役男子被保険者の平均月収（ボーナスを含まない）に、2003年度からの総報酬制の施行を勘案して2004年度に設定。
（法律上は2004年度価格で「48万円」。）

約41万人
（在職受給権者の17％）

約20万人
（約8％）

約4,100
億円

19



ₒ ⇔─ ₓ
ủ ─ │⁸ ≤⇔≡⁸ ⅜60 ⅛╠70 ─ ≢ ⌐ ┬↓≤⅜≢⅝╢⁹

65ה ╟╡ ↄ ⇔√ → ќ │ 1 №√╡Ỏ0.5 ⁸ Ỏ30

65ה ╟╡ ⌐ ⇔√ → ќ │ 1 №√╡ 0.7 ⁸ 42

ủ ─ ─ ╩ ╕ⅎ⁸ ⅜ ─ ⌐ ╦∑≡ ─ ╩ ≢⅝╢╟℮⁸ →
⌐≈™≡⁸╟╡ ≢ ™╛∆™╙─≤∆╢√╘─ ⇔╩ ℮⁹

ₒ ⇔ ₓ（（１）令和４（2022）年４月施行、（２）令和５（2023）年４月施行）

３．受給開始時期の選択肢の拡大

→ ─ ─ →

ה 70 ─ → ─ ╩75 ⌐ ⅝ →╢ ╩60 ⅛╠75 ─ ≢ ⁹
70

ה → │1 №√╡Ỏ0.4 Ỏ24 ⁸ → │1 №√╡ 0.7 84 ⁹

ה 70 ⌐ ∆╢ ─ ≢─ → ⌐≈™≡╙⁸ ⇔≡75 ⌐ ∆⁹
75 75

70 ⌐ ∆╢ ─ ≢─ → ─

70ה 80 ─ ⌐ ⇔⁸⅛≈ ⌐⅔↑╢ → ╩ ⇔⌂™ ⁸ ─ ⌐ √∫
≡│⁸ ⌐ → ⅜№∫√╙─≤⇔≡ ╩ ∆╢⁹

70 75

β 国共済・地共済・私学共済の退職年金についても、 70 ─ → ─ ╩75 ⌐ ⅝ →╢ ╩60 ⅛╠75 ─ ≢

─ ⇔╩ ℮⁹
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ẑ ︡
︡ ףּ ḭ

צּ ךּ ḭ
ךּ צּ ︣ Ḯ

ṕ Ṗ ḱבֿ בֿ ḱ

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

ḱ

( )

70Ṿ

(76Ṿ)

76Ṿ

(80.8Ṿ)

82Ṿ

(85.6Ṿ)

88Ṿ

(90.4Ṿ)

94Ṿ

(95.2Ṿ)
100Ṿ 108.4 Ṿ 116.8Ṿ 125.2Ṿ 133.6Ṿ 142Ṿ 150.4% 158.8% 167.2% 175.6% 184Ṿ

ḱ בֿ Ṭ0.5Ṿẑú בֿ ṕ60 Ṍ64 Ṗ ẑ בֿ Ệ Ệ ể ḭ60 ︣ ︡ ḭể טּ 0.4Ṿ Ḯ

ḱ בֿ Ṭ0.7Ṿú בֿ ṕ66 Ṍ75 Ṗ

ḱ ṕ Ṗ ︢ אל Ḯ

֞ Ồ ʣ ʤ ֞ Ѱ↓ Ẏ

ה ⁸ ─ │⁸ ≤⇔≡⁸ ⅜60 ⅛╠70 ─ ≢ ⌐ ┬↓≤⅜≢⅝╢⁹65 ╟╡
ↄ ╩ ⇔√ → ⌐│⁸ │ 30 ≤⌂╢ ⁸65 ╟╡ ⌐ ╩
⇔√ → ⌐│⁸ │ 42 ≤⌂╢⁹

ה ─ ≢⁸↓─ ─ ╩⁸70 ⅛╠75 ⌐ ⅝ →╢⁹75 ⅛╠ ╩ ⇔√ ⌐│⁸
│84 ≤⌂╢⁹

※ 繰上げによる減額率・繰下げによる増額率については、選択された受給開始時期にかかわらず年金財政上中立となるよう設定されている。
※ 繰下げについては、66歳到達以降に選択することができる。
※ 改正後の繰下げについては、令和４年４月１日以降に70歳に到達する方が対象となる。

60 65 70 75

65 פּ ךּ
בֿ ךּ

42Ṿ

75
בֿ

ṕ84Ṿ Ṗ
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働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険（年金・医療）
の適用拡大を進めていくことが重要。

① （2016年10月～）500人超の企業で、月収8.8万円以上等の要件を満たす短時間労働者に適用拡大。

② （2017年４月～）500人以下の企業で、労使の合意に基づき、企業単位で、短時間労働者への適用拡大を可能とする。（国・地方公
共団体は、規模にかかわらず適用とする）

③ 今回の改正では、50人超規模の企業まで適用範囲を拡大。（500人超（現行）→100人超（2022年10月）→50人超（2024年10月））

週30時間

以上

（適用拡大前）

① 2016年10月～

(1) 週労働時間20時間以上

(2) 月額賃金8.8万円以上（年収換算で約106万円以上）

（所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間(代)等を含まない）

(3) 勤務期間１年以上見込み

(4) 学生は適用除外

(5) 従業員500人超の企業等
（適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定）

② 2017年４月～

500人以下の企業等について、

・民間企業は、労使合意に
基づき、適用拡大を可能に

・国・地方公共団体は、適用

③ 今回の改正内容

短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要

ὑ
ҥ
ϐ

500˲
♫ ᴣ

30

20

＜被用者保険の適用拡大のイメージ＞

Ẏ̊Ѽ ͪ ᾍ
ҵ

50˲

50˲ ̔
ᶪ Ẏ

2016₴10
Ẏ ᾍ 54ʠ˲

( ҵ

˲ 2021₴

ҥֻ̓ Ḩ
̑

(3) 勤務期間１年以上見込み

→ 実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃
（フルタイムの被保険者と同様の2ヶ月超の要件を適用）

※ 2022年10月施行

(5) 従業員 500人超の企業等

→ 50人超規模の企業まで適用範囲を拡大

（2022年10月）100人超規模の企業まで適用
（2024年10月）50人超規模の企業まで適用

(1)(2)(4)

ᾍ 65ʠ˲
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年収
（万円）

週労働時間
（時間）

国年１号・国保

国年３号・健保の被扶養者
or

国年１号・国保

最低賃金の関係で対象が
いないと考えられる範囲

被扶養者認定基準
（130万円）

厚年（国年２号）・健保

• 短時間労働者の社会保険制度上の適用区分は、各自の働き方（労働時間及び収入）や扶養者の有無によって異なって
おり、どの区分に属するかによって給付・負担の内容に差異が生まれることになる。

501人以上（β）企業
被用者保険適用基準

500人以下企業
被用者保険適用基準

時
間
要
件
（
20
時
間
）

賃金要件
（年額106万相当）

（注）被用者保険の適用基準としての賃金要件については、所定内給与から通勤手当等を除いた月額賃金で判断されるのに対して、被扶養者認定基準については
年間の総収入金額で判断されることに留意が必要。

時給790円の場合
（2019年度最低賃金の最低値）

時給901円の場合
（2019年度最低賃金の全国加重平均値）
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（β）2022年10月に101人以上、
2024年10月に51人以上まで拡大
（令和２年改正法）



個人の受益と負担

① 単身者、自営業者の配偶者など
（国民年金第１号被保険者、国民健康保険加入者）

② サラリーマン家庭の主婦など
（国民年金第３号被保険者、健康保険被扶養者）

③ 高齢者（60歳以上）等
（国民年金非加入者、国民健康保険加入者）

ͪ 19,100 Л

Ḩ ₴
65,000 Л

ӣ
̂

（終身）
ӣ
̂

ω
►

※ 月収8.8万円（年収106万円）の場合

Ԍ ₴ ͪ β∆ͪ ṔǏȒḸ ͈ ѝǵ₴ ὄ ӣ ͪ ̂

20 ₴ қЊ , 00 Л 4,400 Л 9,000 Л ₴ 108,300 Л ¥ ӣ ̂

ω ►
ї ►

0₴ қЊ , 00 Л 4,400 Л 4,500 Л ₴ 54,100 Л ¥

₴ қЊ , 00 Л 4,400 Л 450 Л ₴ 5,400 Л ¥

Ḩ ₴
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ӣ
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ӣ
̂

ω
►

ẑ ḭ
ךּ ︡
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ӣ
̂

（終身）
ӣ
̂

ͪ (̝ ) 12,500 Л

ͪ ( ˲) 12,500 Л

ω
►

ẑ ︡

ͪ (̝ ) 12,500 Л

ͪ ( ˲) 12,500 Л

ͪ (̝ ) 12,500 Л

ͪ ( ˲) 12,500 Л

Ḩ ₴
65,000 Л

Ԍ ₴
4, 00 Л

（終身）

（終身）

Ḩ ₴
65,000 Л

Ԍ ₴
4, 00 Л

（終身）

（終身）

Ḩ ₴
65,000 Л

Ԍ ₴
4, 00 Л

（終身）

（終身）

厚生年金・健康保険被保険者
（月額・10年間加入の場合）

ͪ 2,700 Л

厚生年金・健康保険被保険者
（月額・10年間加入の場合）

厚生年金・健康保険被保険者
（月額・10年間加入の場合）

60
20

ᶮ ₴ 1ֵ

44.6%

ᶮ ₴ 3ֵ

26.9%

ᶮ₴ қЊ

60 ̊ʣ

28.4%

週20-30時間・月収8.8万円以上
のパート労働者の被保険者区分

25480
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¸ 短時間被保険者に係る平均的な標準報酬額 １７２．８万円／年

¸ 厚生年金保険料率１８．３％ ⇒ 事業主負担分９．１５％

¸ 健康保険料率１０％（協会けんぽの平均料率） ⇒ 事業主負担分５％

（40～65歳の被保険者については、介護保険料率1.73％（協会けんぽの料率）

⇒ 事業主負担分0.865％）

短時間被保険者１人当たり
約24.5万円／年

（40～65歳の者の場合、
＋約1.5万円）

○ 主な業種の短時間労働者比率

※ 週労働時間30時間未満の全短時間労働者の比率。週20時間未満・月8.8万
円未満・勤務期間1年未満・学生など、適用対象外も含む（②③の合計）。

• 全産業平均： １７．５％

• 宿泊業、飲食サービス業： ４３．６％
• 生活関連サービス業、娯楽業： ３０．９％
• 卸売業、小売業： ２３．３％
• 医療・福祉： ２０．６％

（出所）平成28年パートタイム労働者総合実態調査を特別集計

○ 企業で働く短時間労働者

① 「一般被保険者」として被用者保険適用済みの者

（週の労働時間が通常の労働者の３／４以上）

② 今般の改正で新たに「短時間被保険者」となる者

（週20～30時間かつ月額賃金8.8万円以上）

③ 引き続き被用者保険が適用されない者

（週20時間未満、月8.8万円未満、学生等）

一般被保険者（通常の労働者＋①）
の標準報酬

その他の短時間労働者（③）の賃金

適用拡大対象者（②）の標準報酬

その他の
人件費

（標報上限を
超える賃金、
福利厚生
費、教育訓
練費等）

人件費に占める保険料負担増加分（イメージ）

一般被保
険者分の
保険料

短時間被保険者
分の保険料

ᶈ τϢμοⱧỘ︠Υ
θτ βϥּזᵓ ᾑ

個々の企業における追加的な保険料負担のイメージ
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0.2%
0.2%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.4%
0.4%
0.5%
0.5%
0.5%
0.7%
0.7%
0.9%
0.9%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%

1.4%
1.5%
1.6%

2.0%
2.0%
2.1%
2.2%

2.6%
3.4%
3.4%

4.1%
4.4%
4.5%
4.5%

4.8%
4.8%

5.0%
5.4%

5.6%
6.7%

7.1%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

機械器具製造業
化学工業・同類似業

紙製品製造業
鉱業・採石業・砂利採取業

その他の製造業
印刷・同関連業

金属工業
木製品・家具等製造業

総合工事業
設備工事業
職別工事業
情報通信業

繊維製品製造業
農林水産業

金融・保険業
電気・ガス・熱供給・水道業

卸売業
廃棄物処理業

修理業
物品賃貸業

専門・技術サービス業
食料品・たばこ製造業

その他の運輸業
医療業・保健衛生
対個人サービス業

職業紹介・労働者派遣業
その他のサービス業

無店舗小売業
学術研究機関

その他の対事業所サービス業
社会保険・社会福祉・介護事業

不動産業
宿泊業

道路貨物運送業
娯楽業

教育・学習支援業
複合サービス業

飲食料品以外の小売業
飲食料品小売業

飲食店

人数ベース

0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.3%
0.3%
0.3%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.5%
0.6%
0.7%
0.9%
0.9%
1.1%
1.2%
1.3%
1.4%
1.5%

1.7%
1.8%
1.9%
2.1%
2.2%
2.3%
2.4%

2.8%
2.9%

3.5%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

紙製品製造業
機械器具製造業

化学工業・同類似業
鉱業・採石業・砂利採取業

その他の製造業
印刷・同関連業

金属工業
総合工事業

木製品・家具等製造業
職別工事業
設備工事業
情報通信業

繊維製品製造業
金融・保険業

電気・ガス・熱供給・水道業
廃棄物処理業

卸売業
修理業

農林水産業
物品賃貸業

専門・技術サービス業
食料品・たばこ製造業

その他の運輸業
対個人サービス業
医療業・保健衛生

その他のサービス業
無店舗小売業

職業紹介・労働者派遣業
不動産業

学術研究機関
その他の対事業所サービス業

道路貨物運送業
宿泊業

社会保険・社会福祉・介護事業
娯楽業

飲食料品以外の小売業
複合サービス業
飲食料品小売業

教育・学習支援業
飲食店

標準報酬総額ベース

平均
2.2％

平均
0.8％

Ẏ ̢ ṔқҊֻ500˲ ̔ ὕ Ι

（注）平成30年9月1日時点の特定適用事業所を集計（18,850事業所。任意特定適用事業所と、公務・非営利事業を行う事業所（業態区分「公務」「政治・経済・文化団体」の事業所）を含まない）。「標準報酬総額」は、標準
報酬月額に標準賞与額の１／１２を加えた額。船員及び坑内員を除く。

（出所）「厚生年金保険 業態別規模別適用状況調（平成30年9月1日現在）」（厚生労働省年金局）を特別集計
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